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規

則

〇
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
総
合
政
策
課
）　
　

一

〇
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　
　

一

〇
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

一
八

訓

令

甲

〇
建
築
基
準
法
関
係
法
令
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二
一

訓
令
甲
・
企
業
局
・
議
会
・
教
育
委
員
会
・
人
事
委
員
会
・�

監
査
委
員
・
労
働
委
員
会

〇
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
）　

二
二

規

則

　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号

　
　
　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
億
円
」
を
「
百
五
十
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
億
円
」
を
「
五
十

億
円
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

�　

た
だ
し
、
休
止
中
の
公
共
事
業
（
事
業
に
着
手
し
た
後
に
当
該
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の
経
費
を
計
上
す
る
予
算

の
編
成
が
見
込
ま
れ
な
い
た
め
、
実
施
さ
れ
て
い
な
い
事
業
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
あ
っ
て
は
、
休

止
期
間
を
含
め
た
事
業
期
間
が
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
期
間
に
達
し
た
後
に
当
該
事
業
を
再
開
し
よ

う
と
す
る
場
合
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

　

第
二
十
三
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

�　

た
だ
し
、
休
止
中
の
公
共
事
業
の
う
ち
前
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
評
価
を
行
う
年
度
に
お

い
て
、
翌
年
度
の
予
算
を
編
成
す
る
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号

　
　
　

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「３　

製
菓
衛
生
師
法
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（あ
る
と
き
は
，
処
分
都
道
府
県
知
事
名
，
処
分
年
月
日
及
び
処
分
を
受
け
た
理
由

）

」

を
「３　

製
菓
衛
生
師
法
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
が

　
　
あ
り
ま
す　
・　
あ
り
ま
せ
ん　
。

　

（あ
る
と
き
は
，
処
分
都
道
府
県
知
事
名
，
処
分
年
月
日
及
び
処
分
を
受
け
た
理
由

）

４　
麻
薬
，
あ
へ
ん
，
大
麻
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
　
□

　
＊　
右
の
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
を
記
入

」
に
、

「⑵　

�麻
薬
，
大
麻
，
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
医
師
の
診
断
書

（３
ヶ

月
以
内
の
も
の
で
，
診
断
し
た
医
師
の
氏
名
の
あ
る
も
の
。

）

⑶　
製
菓
衛
生
師
試
験
合
格
証
書

（原
本
提
出

）

」
を

「⑵

�

　
製
菓
衛
生
師
試
験
合
格
証
書

（原
本
を
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
宮
城
県
知
事
が
行
う
製
菓
衛

生
師
試
験
に
合
格
し
て
い
る
場
合
は
不
要
。

）

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
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宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
五
号

　
　
　

�

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

　

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）

及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下「
規
則
」と
い
う
。）

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第�

二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
令
及
び
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
土
地
の
立
入
り
の
通
知
）

第�

三
条　

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
占
有
者
に
対
す
る
通
知
は
、
土
地
の
立
入
通
知
書
（
様
式
第
一
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
土
地
の
試
掘
等
の
許
可
申
請
等
）

第�

四
条　

法
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
土
地
の
試
掘
等
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
又
は
障
害
物
の
所
有
者
及
び
占
有
者
に
対
す
る
通
知
は
、
土

地
の
試
掘
等
（
障
害
物
の
伐
除
）
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
身
分
証
明
書
及
び
許
可
証
）

第�

五
条　

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
（
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は

法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、

身
分
証
明
書
（
様
式
第
四
号
）
と
す
る
。

２�　

法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
証
は
、
土
地
の
試
掘
等
許
可
証
（
様
式
第
五
号
）
と
す
る
。

　

（
許
可
申
請
の
手
続
）

第�

六
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
又
は
法
第
三
十
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
当
該
許

可
に
係
る
工
事
の
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
の
図
面

又
は
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
当
該
工
区
の
位
置
、
区
域
及

び
規
模
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第�

七
条　

規
則
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
書
類
並
び
に
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出

資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

　
　

イ�　

こ
れ
ら
の
者
の
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
書
類

（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
）

　
　

ロ�　

当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
が
確
認
で
き
る
書
類

　

二�　

工
事
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
人
税
及
び
法
人
事
業
税
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
額

及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
面
、
工
事
主
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
所
得
税
の
前
年
に
お
け
る
納
付
す
べ

き
額
及
び
納
付
済
額
並
び
に
個
人
事
業
税
の
前
年
度
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
税
額
を
証
す
る
書
面

　

三�　

工
事
主
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
様
式
第
六
号
）

　
　

イ�　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

　
　

ロ�　

法
又
は
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

　
　

ハ�　

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
、
法
第
十
六
条
第
一
項
、
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許

可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人

又
は
組
合
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
又
は
組
合
の
役
員
で

あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

　
　

ニ�　

ロ
の
ほ
か
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

二
十
九
号
）、
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）、
農

業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）、
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
（
平

成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
若
し
く
は
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者

　

四�　

工
事
施
行
者
の
事
業
経
歴
書
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
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五�　

工
事
主
（
工
事
主
が
法
人
又
は
組
合
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式

を
有
す
る
株
主
及
び
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。）
が
、
暴
力

団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
暴
力
団
及
び
同
条
第
四
号
の
暴
力

団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
並
び
に
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

（
様
式
第
七
号
）

　

六�　

法
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
又
は
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
様
式
第

八
号
）

　

七�　

宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
登
記
事
項
証

明
書
及
び
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の

地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し

　

八�　

宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
求
積
図

　

九�　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
着
手
届
）

第�

八
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は
法
第
二
十
七

条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
工
事
着
手

届
（
様
式
第
九
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
廃
止
等
届
）

第�

九
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は
法
第
二
十
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
法
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
工
事
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か

に
、
工
事
廃
止
等
届
（
様
式
第
十
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
擁
壁
等
の
設
置
に
代
え
る
他
の
措
置
）

第�

十
条　

令
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
令
第
八
条
（
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
擁
壁
又
は
令
第
十
四
条
（
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ

る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
に
代
え
る
他
の
措
置
と
は
、
公
園
緑
地
、
広
場
等
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
で
災
害
の

防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
法
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

　

一　

か
ら
石
積
み
工

　

二　

板
柵
工

　

三　

筋
工

　

四　

鋼
矢
板
工

　

五　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
矢
板
工

　

六　

前
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
知
事
が
適
当
と
認
め
る
工
法

　

（
資
格
者
の
登
録
）

第�

十
一
条　

令
第
二
十
二
条
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
知
事
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
事
設
計
資
格
者
登
録
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
履

歴
書
及
び
履
歴
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
者
に
工
事
設
計
資
格
者
登
録
証
（
様
式
第
十
二
号
）
を
交
付
す

る
。

　

（
協
議
）

第�

十
二
条　

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る

工
事
に
つ
い
て
知
事
と
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
様

式
第
十
三
号
）
の
正
本
及
び
副
本
に
、
規
則
第
七
条
第
一
項
又
は
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添

付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
知
事
と

協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
様
式
第
十
四
号
）
の
正
本
及
び
副
本
に
、

規
則
第
七
条
第
二
項
又
は
規
則
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３�　

知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該
協
議
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

４�　

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
協
議
が
成
立
し
た
宅
地
造
成
若
し
く
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

又
は
第
二
項
の
協
議
が
成
立
し
た
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
変
更
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第�

十
三
条　

法
第
十
六
条
第
一
項
本
文
又
は
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等

に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
規
則
第
六

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
た
図
書

（
以
下
「
新
旧
対
照
表
」
と
い
う
。）
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
十
六
条
第
一
項
本
文
又
は
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画

の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
又
は
規
則
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
書
類
の
ほ
か
、
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第�

十
四
条　

法
第
十
六
条
第
二
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
は
、
工
事
の
変
更

届
（
様
式
第
十
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
変
更
協
議
）
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第�

十
五
条　

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
変
更
の
協
議

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
、
規

則
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
変
更
の
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者

は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
、
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
又
は
規
則
第

六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
完
了
検
査
の
手
続
）

第�

十
六
条　

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
検
査
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
又
は
法
第
三
十

条
第
一
項
本
文
の
許
可
に
係
る
工
事
の
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

（
中
間
検
査
の
手
続
）

第�

十
七
条　

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
検
査
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
又
は
法
第
三
十

条
第
一
項
本
文
の
許
可
に
係
る
工
事
の
区
域
を
工
区
に
分
け
た
と
き
は
、
当
該
工
区
ご
と
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

（
定
期
の
報
告
）

第�

十
八
条　

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る

工
事
の
定
期
の
報
告
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２�　

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告

は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
工
事
変
更
届
）

第�

十
九
条　

法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
に
、
規
則
第
五
十
二
条
第
二
項
又

は
第
四
項
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
工
事
の
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
旧
対
照

表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

法
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更
届
（
様
式
第
二
十
号
）
に
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
工

事
主
は
、
規
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４�　

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
工

事
主
は
、
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
新
旧
対
照
表
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
申
請
書
）

第�

二
十
条　

規
則
第
八
十
八
条
の
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工

事
許
可
等
証
明
申
請
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
又
は
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
で
な
い
旨
の
証
明

申
請
書
（
様
式
第
二
十
二
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
の
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
で
な
い
旨
の
証
明
申
請
書
に
は
、
規
則
第
七
条
第
一
項
第
一

号
の
図
面
（
位
置
図
、
地
形
図
、
土
地
の
平
面
図
及
び
土
地
の
断
面
図
に
限
る
。）
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

土
地
の
立
入
通
知
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
あ
な
た
の
占
有
す
る
土
地

に
立
ち
入
り
、
測
量
又
は
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

期
日

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
か
ら

午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
ま
で

立
ち
入
る
土
地
の
場
所

及
び

地
域

立
ち
入
り
目
的

立
ち
入
る
者

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

土
地
の
試
掘
等
許
可
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
申
請
者
）
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
土
地
の
試
掘
等
の
許
可
を

申
請
し
ま
す
。

記

行
為
年
月
日

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
か
ら

午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
ま
で

行
為

場
所

宮
城
県
　
　
　
　
町

　
　
市
　
　
　
　
村

所
有
者
（
占
有
者
）

住
所
・
氏
名

行
為

目
的

行
為

内
容

行
為
責
任
者
の
職
・

氏
名



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

土
地
の
試
掘
等
（
障
害
物
の
伐
除
）
通
知
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
測
量
又
は
調
査
を
行
う
た
め
、
下
記
の
と
お
り

　
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

行
為
年
月
日

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
か
ら

午
前
・
午
後
　
　
　
　
　
時
ま
で

行
為

場
所

宮
城
県
　
　
　
　
郡
　
　
　
　
町

　
　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
村

行
為

目
的

行
為

内
容

行
為
責
任
者
の
�

職
・

氏
名

行
為
担
当
者
の
�

職
・

氏
名

同
条
　
　
　
　
　
の

第
２
項

第
３
項

⎰⎱
⎱⎰

⎧｜｜⎩

⎫｜｜⎭

　
　
　
　
　
　
　
　
を
行
い
ま
す
の
で
、

障
害
物
を
伐
除
し
ま
し
た
の
で
、
　
　
　

土
地
の
試
掘
等

障
害
物
の
伐
除

⎰⎱
⎱⎰

　
あ
な
た
の
　
　
　
　
に
係
る
土
地
に
立
ち
入
り

⎰⎱
⎱⎰

所
有
占
有

様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）

（
表
）

（
裏
）

（
横
91㎜
　
縦
55㎜
）

注
意
事
項

１
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
５
条
第
１
項
、
第
６
条
第
１

項
、
第
24条

第
１
項
、
第
43条

第
１
項
又
は
第
48条

の
規
定
に
よ
り
測

量
又
は
調
査
、
土
地
の
試
掘
等
、
障
害
物
の
伐
除
又
は
立
入
検
査
を
行

う
た
め
他
人
の
所
有
、
占
有
又
は
管
理
す
る
土
地
に
立
ち
入
る
と
き

は
、
本
書
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
�　
職
権
に
基
づ
き
他
人
の
所
有
、
占
有
又
は
管
理
す
る
土
地
に
立
ち
入

る
と
き
は
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
を
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
�　
こ
の
身
分
証
明
書
の
有
効
期
間
は
発
行
の
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月

　
　
日
ま
で
と
す
る
。

�
第
　
　
号

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

第
７
条
第
１
項
及
び
第
２
項
・
第
24条

第
２
項
・
第
43条

第
２
項
・
第
48条

　
の
規
定
に
よ
る

身
分

証
明

書

所
　
属
（
又
は
住
所
）
　

職
　
名

氏
　
名

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
宮
城
県
知
事

⎰⎱
⎱⎰



（7）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

土
地
の
試
掘
等
許
可
証

�
（
行
為
者
）
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
職
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
上
記
の
者
は
、
下
記
の
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
又
は
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
に
係
る
土
地
の
試
掘
等

に
つ
い
て
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
。許
可
年
月
日
�

・
指
令
番
号

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
　
号

行
為
年
月
日

年
　
　
月
　
　
日
　

午
前
・
午
後
　
　
　
　
時
か
ら

午
前
・
午
後
　
　
　
　
時
ま
で

行
為
場
所

所
有
者
（
占
有

者
）
住
所
氏
名

行
為
目
的

行
為
内
容

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　

�
　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
６
号
（
第
７
条
関
係
）

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
違
反
し
て
い
な
い
旨
な
ど
の
誓
約
書

　
�　
私
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
許
可
申
請
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
誓
約
し
ま
す
。

　
私
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
⑴
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

　
⑵
�　
法
又
は
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者

　
⑶
�　
法
第
12条
第
１
項
本
文
、
法
第
16条
第
１
項
、
法
第
30条
第
１
項
本
文
又
は
法
第
35条
第
１
項
の
許
可
を

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
か
か
る
行
政
手
続
法
第
15条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

が
あ
っ
た
日
前
60日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
又
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
５
年
を

経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

　
⑷
�　
森
林
法
、
農
地
法
、
地
す
べ
り
等
防
止
法
、
都
市
計
画
法
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
砂
防
指
定
地
等
管
理
条
例
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
若
し

く
は
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
宛

�
申
請
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
�

び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　
私
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
基
づ
く
許
可
申
請
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
誓

約
し
ま
す
。

　
私
（
法
人
又
は
組
合
の
役
員
の
役
職
・
氏
名
等
は
下
表
の
と
お
り
。）
は
次
の
⑴
か
ら
⑷
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

ま
せ
ん
。

役
職

性
別

生
年
月
日

住
所

氏
名

ふ
り
が
な

※
�　
法
人
又
は
組
合
の
場
合
は
、
役
員
（
発
行
済
株
式
総
数
の
100分

の
５
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
、
出
資

の
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。）
の
役
職
・
氏
名
等
に
つ
い
て
も
記

載
す
る
こ
と
。

⑴
　
暴
力
団
排
除
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団

⑵
�　
条
例
第
２
条
第
４
号
イ
の
暴
力
団
員
又
は
同
号
ロ
の
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
な

い
者
　

⑶
　
法
人
又
は
組
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
⑵
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

⑷
　
⑵
に
該
当
す
る
者
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
宛

�
申
請
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
�

び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
式
第
８
号
（
第
７
条
関
係
）

土
地
使
用
同
意
書

　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
）
の
行
う
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
及
び
土
石
の
堆
積
に
つ
い
て
は
、「
留
意
事
項
」
を
了
承
の
上
、

私
が
権
利
を
有
す
る
次
の
土
地
の
使
用
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

土
地
の
所
在
及
び
地
番

権
利
の
種
類
※

地
目
（
登
記
簿
）

面
積
（
登
記
簿
）

※
�　
権
利
の
種
類
は
、
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
（
当
該
土
地
を
占
有
す
る
不
動
産
質
権
者
に
限
る
）、
賃
借
権
、

使
用
貸
借
権
を
有
す
る
者
の
ほ
か
、
使
用
収
益
権
（
永
小
作
権
、
地
役
権
（
内
容
に
応
じ
て
同
意
が
必
要
か
判

断
）
等
）

　
ま
た
、
同
意
の
前
提
と
し
て
、
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
許
可
申
請
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

�
土
地
所
有
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
�

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
注
　
個
人
の
場
合
は
印
鑑
登
録
証
明
書
、
法
人
の
場
合
は
印
鑑
証
明
書
の
印
鑑
を
押
印
す
る
こ
と
。

同
意
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

１
　
土
地
所
有
者
等
の
責
務

　
�　
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
宅
地
造
成
、
特
定

盛
土
等
及
び
土
石
の
堆
積
に
伴
う
災
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
そ
の
土
地
を
常
時
安
全
な
状
態
に
維
持
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
法
第
22条
第
１
項
、
第
41条
第
１
項
）。

　
�　
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
及
び
土
石
の
堆
積
に
伴
う
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
者
等
は
、
盛
土
の
改
良
、
土
石
の
除
却
等
の
工
事
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

（
法
第
23条

第
１
項
、
第
42条

第
１
項
）、
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

300万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
法
第
56条
第
３
号
）。

　
�　
所
有
、
管
理
又
は
占
有
す
る
土
地
の
利
用
に
つ
い
て
同
意
を
す
る
場
合
に
は
、
許
可
申
請
に
係
る
工
事
の

内
容
に
つ
い
て
し
っ
か
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
土
地
所
有
者
等
に
対
す
る
報
告
徴
収

　
�　
土
地
所
有
者
等
は
、
土
地
又
は
土
地
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
工
事
の
状
況
に
つ
い
て
、
県
か
ら
必
要
な

報
告
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
法
第
25条
、
第
44条
）。

　
�　
こ
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
す
る
と
罰
則
の
対
象
と
な
り
、
６
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30万

円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
法
第
58条
第
５
号
）。



（9）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
９
号
（
第
８
条
関
係
）

工
事
着
手
届

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
下
記
の
と
お
り
工
事
に
着
手
し
た
の
で
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
第
８
条
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
ま
す
。

記

許
可
年
月
日
又
は

届
出
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

指
令

番
号

　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
　
号

土
地
の
所
在
・
地
番

着
手
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

様
式
第
１０号
（
第
９
条
関
係
）

工
事
廃
止
等
届

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
下
記
の
と
お
り
工
事
を
（
廃
止
・
休
止
・
再
開
）
し
た
い
の
で
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

第
９
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

許
可
年
月
日
・
�

指
令
番
号
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
号
　
　
　
　
　
　

土
地
の
所
在
�

及
び
地
番

休
止
年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
再
開
見
込
み
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
）

再
開
・
廃
止
�

年
月

日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

工
事
の
進
ち
ょ
く

状
況

災
害
防
止
措
置

理
由

※
１
�　
休
止
届
を
提
出
し
た
場
合
で
も
、
法
第
19条
第
１
項
又
は
第
38条
第
１
項
に
定
め
る
３
ヶ
月
ご
と
の
定
期

の
報
告
は
別
途
行
う
こ
と
。

※
２
�　
廃
止
は
、
原
則
と
し
て
工
事
に
着
手
し
て
い
な
い
場
合
又
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
で
き
る
も
の
と

し
、
そ
の
他
の
場
合
は
、
変
更
許
可
を
得
た
う
え
で
工
事
を
完
了
す
る
こ
と
。

　
　
・
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
３
条
各
号
の
宅
地
造
成
若

し
く
は
特
定
盛
土
等
又
は
令
第
４
条
各
号
の
土
石
の
堆
積
の
規
模
を
超
え
な
い
も
の
。



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１１号
（
第
11条
関
係
）

工
事
設
計
資
格
者
登
録
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
申
請
者
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
第
11条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛

土
等
規
制
法
施
行
令
第
22条
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
旨
の
登
録
を
申
請
し
ま
す
。

　
　
な
お
、
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

記

住
所

氏
名

生
年
月
日

最終学歴

学
校

名

所
在

地

卒
業
年
月
日

番
号

年
　
　
月
　
　
日
　
　
卒
業
証
書
番
号
　
第
　
　
　
　
号
　
　

有
資
格
該
当
に
○

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
第
22条
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
第
１
号
・
第
２
号
・
第
３
号
・
第
４
号
・
第
５
号

告
示
（
昭
和
37年
建
設
省
告
示
第
1005号

）
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
第
１
号
・
第
２
号
・
第
３
号
・
第
４
号

添
付
書
類
　
１
　
履
歴
書

　
　
　
　
　
２
　
履
歴
を
証
明
す
る
書
類
（
最
終
学
歴
、
実
務
経
験
を
証
す
る
も
の
）

　
　
　
　
　
３
　
写
真
２
枚
（
４
cm
×
５
cm
、
本
人
の
顔
が
判
明
で
き
る
も
の
）

様
式
第
１２号
（
第
11条
関
係
）

工
事
設
計
資
格
者
登
録
証

住
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

生
年
月
日

登
録
番
号
　
第
　
　
　
　
　
号

登
録
年
月
日
　
　

　
�　
上
記
の
者
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
第
22条
に
規
定
す
る
工
事
の
設
計
者
た
る
資
格
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

�
　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

写
真
は
り
付



（11）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１３号
（
第
12条
関
係
）

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
協
議
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、下
記
の
工
事
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。

記

１
工
事
主
住
所
氏
名

２
設
計
者
住
所
氏
名

３
工
事
施
行
者
住
所
氏
名

４
土
地
の
所
在
地
及
び
地
番

（
代
表
地
点
の
緯
度
経
度
）
（
緯
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
、
経
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
）

５
土

地
の

面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル

６
工
事
着
手
前
の
土
地
利
用
状
況

７
工
事
完
了
後
の
土
地
利
用

８
盛

土
の

タ
イ

プ
平
地
盛
土
　
・
　
腹
付
け
盛
土
　
・
　
谷
埋
め
盛
土

９
土

地
の

地
形

渓
流
等
へ
の
該
当
　
有
・
無

10　工事の概要

イ
盛
土
又
は
切
土
の
高
さ

メ
ー
ト
ル

ロ
盛
土
又
は
切
土
を
す
る

土
地

の
面

積
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ
盛
土
又
は
切
土
の
土
量

盛
　
　
土

立
方
メ
ー
ト
ル

切
　
　
土

立
方
メ
ー
ト
ル

ニ
擁

壁

番
　
号

構
　
造

高
　
さ

延
　
長

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

第
15条
第
１
項

第
34条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰

ホ
崖
面
崩
壊
防
止
施
設

番
　
号

種
　
類

高
　
さ

延
　
長

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

ヘ
排

水
施

設

番
　
号

種
　
類

内
法
寸
法

延
　
長

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

ト
崖
面
の
保
護
の
方
法

チ
崖
面
以
外
の
地
表
面

の
保
護
の
方
法

リ
工
事
中
の
危
害
防
止

の
た
め
の
措
置

ヌ
そ
の
他
の
措
置

ル
工
事
着
手
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ヲ
工
事
完
了
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ワ
工

程
の

概
要

11
そ
の
他
必
要
な
事
項

※
協
議
成
立
に
当
た
っ
て
付
し
た
条
件

※
番
号
欄

年
　
　
月
　
　
日

宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号

〔
注
意
〕

１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
、
１
欄
の
工
事
主
、
２
欄
の
設
計
者
又
は
３
欄
の
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
氏
名

は
、
当
該
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
２
欄
は
、
資
格
を
有
す
る
者
の
設
計
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
事
を
含
む
と
き
は
、
氏
名
の
横
に

○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
３
欄
は
、
未
定
の
と
き
は
、
後
で
定
ま
っ
て
か
ら
工
事
着
手
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

５
　
４
欄
は
、
代
表
地
点
の
緯
度
及
び
経
度
を
世
界
測
地
系
に
従
っ
て
測
量
し
、
小
数
点
以
下
第
一
位
ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
　
８
欄
は
、
該
当
す
る
盛
土
の
タ
イ
プ
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
）。

７
　
９
欄
は
、
渓
流
等
（
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
第
７
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る

土
地
を
い
う
。）
へ
の
該
当
の
有
無
の
い
ず
れ
か
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

８
　
11欄
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
よ
る

許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
許
可
、
認
可
等
の
手
続
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

チ
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を

有
効
に
排
除
す
る
措
置

リ
堆
積
し
た
土
石
の
崩
壊
に

伴
う
土
砂
の
流
出
を

防
止
す
る
措
置

ヌ
工
事
中
の
危
害
防
止

の
た
め
の
措
置

ル
そ
の
他
の
措
置

ヲ
工
事
着
手
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ワ
工
事
完
了
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

カ
工

程
の

概
要

８
そ
の
他
必
要
な
事
項

※
協
議
成
立
に
当
た
っ
て
付
し
た
条
件

※
番
号
欄

年
　
　
月
　
　
日

宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号

〔
注
意
〕

１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
、
２
欄
の
設
計
者
又
は
３
欄
の
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
氏
名
は
、
当
該
法
人
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
３
欄
は
、
未
定
の
と
き
は
、
後
で
定
ま
っ
て
か
ら
工
事
着
手
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

４
　
４
欄
は
、
代
表
地
点
の
緯
度
及
び
経
度
を
世
界
測
地
系
に
従
っ
て
測
量
し
、
小
数
点
以
下
第
一
位
ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

５
　
７
欄
リ
は
、
鋼
矢
板
等
を
設
置
す
る
と
き
は
、
当
該
鋼
矢
板
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
番
号
、
種
類
、
高

さ
及
び
延
長
を
記
入
し
、
そ
れ
以
外
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
措
置
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
　
８
欄
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
よ
る
許
可
、
認
可
等

を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
許
可
、
認
可
等
の
手
続
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
１４号
（
第
12条
関
係
）

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
協
議
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、下
記
の
工
事
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。

記

１
工
事
主
住
所
氏
名

２
設
計
者
住
所
氏
名

３
工
事
施
行
者
住
所
氏
名

４
土
地
の
所
在
地
及
び
地
番
�

（
代
表
地
点
の
緯
度
経
度
）
（
緯
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
、
経
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
）

５
土

地
の

面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル

６
工

事
の

目
的

７　工　　事　　の　　概　　要

イ
土
石
の
堆
積
の

最
大
堆
積
高
さ

メ
ー
ト
ル

ロ
土
石
の
堆
積
を
行
う

土
地

の
面

積
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ
土
石
の
堆
積
の

最
大
堆
積
土
量

立
方
メ
ー
ト
ル

ニ
土
石
の
堆
積
を
行
う

土
地
の
最
大
勾
配

ホ
勾
配
が
十
分
の
一
を

超
え
る
土
地
に
お
け
る

堆
積
し
た
土
石
の
崩
壊
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置

ヘ
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地

に
お
け
る
地
盤
の
改
良

そ
の
他
の
必
要
な
措
置

ト
空

地
の

設
置

番
　
号

空
地
の
幅

メ
ー
ト
ル

第
15条
第
１
項

第
34条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰



（13）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報

第
16条
第
２
項

第
35条
第
２
項

⎰⎱
⎱⎰

様
式
第
１５号
（
第
14条
関
係
）

工
事
の
変
更
届

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、（
宅
地
造
成
・
特
定
盛
土
等
・
土
石

　
の
堆
積
）
に
関
す
る
工
事
の
変
更
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
許
可
年
月
日
・
指
令
番
号
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
　
号

２
　
土
地
の
所
在
及
び
地
番
　

３
　
変
更
に
係
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

　
工
事
主
・
設
計
者

　
・
工
事
施
行
者
　
の

　
氏
名
又
は
名
称
・

住
所
（
所
在
地
）
　

　
工
事
の
着
手
予
定
年
月
日
・
�

　
工
事
の
完
了
予
定
年
月
日
　

※
１
�　
土
石
の
堆
積
の
場
合
、
当
該
変
更
後
の
工
事
予
定
期
間
（
着
手
予
定
年
月
日
か
ら
完
了
予
定
年
月
日
ま
で

の
期
間
）
が
当
該
変
更
前
の
工
事
予
定
期
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。

４
　
変
更
の
理
由

⎰⎱
⎱⎰

⎰⎱
⎱⎰

⎰⎱
⎱⎰

様
式
第
１６号
（
第
15条
関
係
）宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

�
（
協
議
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、

　
下
記
の
工
事
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。

記

１
工
事
主
住
所
氏
名

２
設
計
者
住
所
氏
名

３
工
事
施
行
者
住
所
氏
名

４
土
地
の
所
在
地
及
び
地
番

（
代
表
地
点
の
緯
度
経
度
）
（
緯
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
、
経
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
）

５
土

地
の

面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル

６
工
事
着
手
前
の
土
地
利
用
状
況

７
工
事
完
了
後
の
土
地
利
用

８
盛

土
の

タ
イ

プ
平
地
盛
土
　
・
　
腹
付
け
盛
土
　
・
　
谷
埋
め
盛
土

９
土

地
の

地
形

渓
流
等
へ
の
該
当
　
有
・
無

10　工　事　の　概　要

イ
盛
土
又
は
切
土
の
高
さ

メ
ー
ト
ル

ロ
盛
土
又
は
切
土
を
す
る

土
地

の
面

積
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ
盛
土
又
は
切
土
の
土
量

盛
　
　
土

立
方
メ
ー
ト
ル

切
　
　
土

立
方
メ
ー
ト
ル

ニ
擁

壁

番
　
号

構
　
造

高
　
さ

延
　
長

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

番
　
号

構
　
造

高
　
さ

延
　
長

ホ
崖
面
崩
壊
防
止
施
設

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

第
16条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
15条
第
１
項

第
35条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
34条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報

ヘ
排

水
施

設

番
　
号

種
　
類

内
法
寸
法

延
　
長

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

ト
崖
面
の
保
護
の
方
法

チ
崖
面
以
外
の
地
表
面

の
保
護
の
方
法

リ
工
事
中
の
危
害
防
止

の
た
め
の
措
置

ヌ
そ
の
他
の
措
置

ル
工
事
着
手
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ヲ
工
事
完
了
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ワ
工

程
の

概
要

11
そ
の
他
必
要
な
事
項

12
変

更
の

理
由

13
指

令
番

号
宮
城
県
（
　
　
　
）
指
令
第
　
　
　
　
号

※
協
議
成
立
に
当
た
っ
て
付
し
た
条
件

※
番
号
欄

年
　
　
月
　
　
日

宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号

〔
注
意
〕

１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
、
２
欄
の
設
計
者
又
は
３
欄
の
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
氏
名
は
、
当
該
法
人
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
２
欄
は
、
資
格
を
有
す
る
者
の
設
計
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
事
を
含
む
と
き
は
、
氏
名
の
横
に

○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
３
欄
は
、
未
定
の
と
き
は
、
後
で
定
ま
っ
て
か
ら
工
事
着
手
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

５
　
４
欄
は
、
代
表
地
点
の
緯
度
及
び
経
度
を
世
界
測
地
系
に
従
っ
て
測
量
し
、
小
数
点
以
下
第
一
位
ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
　
８
欄
は
、
該
当
す
る
盛
土
の
タ
イ
プ
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
選
択
可
）。

７
　
９
欄
は
、
渓
流
等
（
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
第
７
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る

土
地
を
い
う
。）
へ
の
該
当
の
有
無
の
い
ず
れ
か
に
○
印
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

８
　
11欄
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
よ
る

許
可
、
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
許
可
、
認
可
等
の
手
続
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

様
式
第
１７号
（
第
15条
関
係
）

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
（
協
議
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、

　
変
更
協
議
し
ま
す
。

記

１
工
事
主
住
所
氏
名

２
設
計
者
住
所
氏
名

３
工
事
施
行
者
住
所
氏
名

４
土
地
の
所
在
地
及
び
地
番

（
代
表
地
点
の
緯
度
経
度
）
（
緯
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
　
、　
経
度
：
　
　
度
　
　
分
　
　
秒
）

５
土

地
の

面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル

６
工

事
の

目
的

７　工　　事　　の　　概　　要

イ
土
石
の
堆
積
の

最
大
堆
積
高
さ

メ
ー
ト
ル

ロ
土
石
の
堆
積
を
行
う

土
地

の
面

積
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ
土
石
の
堆
積
の

最
大
堆
積
土
量

立
方
メ
ー
ト
ル

ニ
土
石
の
堆
積
を
行
う

土
地
の
最
大
勾
配

ホ
勾
配
が
十
分
の
一
を

超
え
る
土
地
に
お
け
る

堆
積
し
た
土
石
の
崩
壊
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置

ヘ
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地

に
お
け
る
地
盤
の
改
良

そ
の
他
の
必
要
な
措
置

ト
空

地
の

設
置

番
　
号

空
地
の
幅

メ
ー
ト
ル

第
16条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
15条
第
１
項

第
35条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
34条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰



（15）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報

チ
雨
水
そ
の
他
の
地
表
水
を

有
効
に
排
除
す
る
措
置

リ
堆
積
し
た
土
石
の
崩
壊
に

伴
う
土
砂
の
流
出
を

防
止
す
る
措
置

ヌ
工
事
中
の
危
害
防
止

の
た
め
の
措
置

ル
そ
の
他
の
措
置

ヲ
工
事
着
手
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

ワ
工
事
完
了
予
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

カ
工

程
の

概
要

８
そ
の
他
必
要
な
事
項

９
変

更
の

理
由

10
指

令
番

号
宮
城
県
（
　
　
　
）
指
令
第
　
　
　
　
号

※
協
議
成
立
に
当
た
っ
て
付
し
た
条
件

※
番
号
欄

年
　
　
月
　
　
日

宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号

〔
注
意
〕

１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
、
２
欄
の
設
計
者
又
は
３
欄
の
工
事
施
行
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
氏
名
は
、
当
該
法
人
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
３
欄
は
、
未
定
の
と
き
は
、
後
で
定
ま
っ
て
か
ら
工
事
着
手
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

４
　
４
欄
は
、
代
表
地
点
の
緯
度
及
び
経
度
を
世
界
測
地
系
に
従
っ
て
測
量
し
、
小
数
点
以
下
第
一
位
ま
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

５
　
７
欄
リ
は
、
鋼
矢
板
等
を
設
置
す
る
と
き
は
、
当
該
鋼
矢
板
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
番
号
、
種
類
、
高

さ
及
び
延
長
を
記
入
し
、
そ
れ
以
外
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
措
置
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
　
８
欄
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
よ
る
許
可
、
認
可
等

を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
許
可
、
認
可
等
の
手
続
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
第
１８号
（
第
18条
関
係
）宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

記

１
工
事
施
行
者
の

住
所

氏
名

２
工
事
が
施
行
さ
れ
る

土
地
の
所
在
地

３
工
事
の
許
可
年
月
日

及
び
指
令
番
号

年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
号
　

４
　
報
告
年
月
日
５
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
盛
土
又

は
切
土
の
高
さ

６
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
盛
土
又

は
切
土
の
面
積

７
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
盛
土
又

は
切
土
の
土
量

８
　
報
告
の
時
点
に
お
け

る
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事

の
施
行
状
況

第
１
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
２
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
３
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
４
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

注
１
　
第
５
回
目
以
降
の
報
告
を
行
う
場
合
は
、
表
を
追
加
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

　
２
�　
報
告
の
時
点
に
お
け
る
盛
土
又
は
切
土
を
し
て
い
る
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
並
び
に
８
欄
の
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
写
真
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
19条
第
１
項

第
38条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１９号
（
第
18条
関
係
）

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

記

１
工
事
施
行
者
の

住
所

氏
名

２
工
事
が
施
行
さ
れ
る

土
地
の
所
在
地

３
工
事
の
許
可
年
月
日

及
び
指
令
番
号

年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
　
号
　

４
　
報
告
年
月
日
５
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
土
石
の

堆
積
の
高
さ

６
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
土
石
の

堆
積
の
面
積

７
　
報
告
の
時
点

に
お
け
る
土
石
の

堆
積
の
土
量

８
　
前
回
の
報
告
か
ら
新
た
に

堆
積
さ
れ
た
土
石
の
土
量
及

び
除
却
さ
れ
た
土
石
の
土
量

第
１
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
２
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
３
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

第
４
回
目

年
　
月
　
日

メ
ー
ト
ル

平
方
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

立
法
メ
ー
ト
ル

注
１
　
第
５
回
目
以
降
の
報
告
を
行
う
場
合
は
、
表
を
追
加
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

　
２
�　
報
告
の
時
点
に
お
け
る
土
石
の
堆
積
を
行
っ
て
い
る
土
地
の
状
況
（
堆
積
す
る
土
石
の
高
さ
、
確
保
す
べ

き
空
地
、
地
表
水
を
排
除
す
る
措
置
の
状
況
、
柵
等
の
設
置
状
況
等
）
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
そ
の
他
の
書

類
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
19条
第
１
項

第
38条
第
１
項

⎰⎱
⎱⎰

様
式
第
２０号
（
第
19条
関
係
）

届
出
工
事
の
変
更
届

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
工
事
主
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
工
事
に
つ
い
て
下

　
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
届
け
出
ま
す
。

記

最
初
に
届
け
出
た
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日

工
事
を
し
て
い
る
土
地
�

の
所
在
及
び
地
番

工
事
を
し
て
い
る
土
地
�

の
面

積

行
お
う
と
す
る
工
事
の
�

種
類
及
び
内
容

変
更

事
項

変
更

理
由

※
１
　
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
た
図
書
（
新
旧
対
照
表
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

※
２
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
21条
第
１
項
又
は
第
40条
第
１
項
の
届
出
の
場
合
に
は
、
変
更
に

係
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
21条
第
１
項
・
第
３
項

第
40条
第
１
項
・
第
３
項

⎰⎱
⎱⎰



（17）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２１号
（
第
20条
関
係
）

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
許
可
等
証
明
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
申
請
者
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
第
88条

の
規
定
に
よ
り
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

証　明　事　項

工
事
主
住
所
氏
名

土
地
の
所
在
及
び
地
番

土
地

の
面

積

許
可
年
月
日
及
び
番
号

年
　
　
月
　
　
日
　
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号

※上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
　

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
交
付
年
月
日

�
年
　
　
月
　
　
日
　

注
：
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

申
請
代
理
人

住
所
・
氏
名

電
話
番
号

住
所
氏
名
電
話
番
号
　
　
　
（
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　

第
12条
第
１
項

第
30条
第
１
項

第
16条
第
１
項

第
35条
第
１
項

⎧｜｜｜⎩

⎫｜｜｜⎭

様
式
第
２２号
（
第
20条
関
係
）

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
で
な
い
旨
の
証
明
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
殿

�
（
申
請
者
）
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
�

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

　
�　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
第
88条

の
規
定
に
よ
り
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
２
条
第
２
号
の
宅
地
造
成
及
び
同
条
第
３
号
の
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
で
な
い

こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

１
工
事
主
住
所
及
氏
名

２
土
地
の
所
在
及
び
地
番

３
土

地
の

面
積

４
盛
土
又
は
切
土
を
す
る

土
地

の
面

積

５
崖

の
高

さ
（
最
も
高
い
部
分
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ー
ト
ル

６
工
事
予
定
期
間
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

７
備

考

※　
上
記
に
つ
い
て
は
、
法
第
２
条
第
２
号
の
宅
地
造
成
及
び
同
条
第
３
号
の
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
で
な

い
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

注
：
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

申
請
代
理
人

住
所
・
氏
名

電
話
番
号

住
所
氏
名
電
話
番
号
　
　
　
（
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　



号外第11号　令和７年３月31日　月曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
�

　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号

　
　
　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
提
出
部
数
等
」
を
「
提
出
部
数
」
に
、
同
条
中
「
し
、
当
該
申
請
又
は
届
出
に
係
る
宅
地

の
造
成
区
域
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
添
付
書
類

図
面
の
種
類
明
示
す
べ
き
事
項

縮
尺

備
考

位
置
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標

と
な
る
地
物

１
／
10,000以

上

地
形
図

方
位
及
び
土
地
の
境
界

線
１
／
2,500以

上
等
高
線
は
、
二
メ
ー
ト
ル
の
標

高
差
を
示
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

土
地
の
平
面

図
方
位
及
び
土
地
の
境
界

線
並
び
に
盛
土
又
は
切

土
を
す
る
土
地
の
部

分
、
崖
、
擁
壁
、
崖
面

崩
壊
防
止
施
設
、
排
水

施
設
及
び
地
滑
り
抑
止

ぐ
い
又
は
グ
ラ
ウ
ン
ド

ア
ン
カ
ー
そ
の
他
の
土

留
の
位
置

１
／
2,500以

上
断
面
図
を
作
成
し
た
箇
所
に
断

面
図
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
記

号
を
付
す
る
こ
と
。

植
栽
、
芝
張
り
等
の
措
置
を
行

う
必
要
が
な
い
場
合
は
、
そ
の

旨
を
付
す
る
こ
と
。

擁
壁
、
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
及

び
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
番

号
を
付
す
る
こ
と
。

土
地
の
断
面

図
盛
土
又
は
切
土
を
す
る

前
後
の
地
盤
面

１
／
2,500以

上
高
低
差
の
著
し
い
箇
所
に
つ
い

て
作
成
す
る
こ
と
。

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類



（19）　令和７年３月31日　月曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

優
良
宅
地
認
定
申
請
書

　
租
税
特
別
措
置
法
　
第
28条
の
４
第
３
項
第
５
号
イ

第
63条
第
３
項
第
５
号
イ

⎧⎨⎩

⎫⎬⎭
　
並
び
に
第
31条
の
２
第
２
項
第
14号
ハ
及
び
�

第
62条

の
３
第
４
項
第
14号

ハ
の
規
定
に
基
づ
き
，（
住
宅
建
設
の
用
に
供
さ
れ
る
）
優
良
な
宅
地
の
供
�

給
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
申
請
し
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造成宅地の概要

１
　
宅
地
造
成
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

２
　
宅
地
造
成
区
域
を
含
む
都
市
計
画
区
域
の
名
称

３
　
宅
地
造
成
区
域
の
面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル
　
　

４
　
宅
地
の
用
途

５
　
工
事
着
手
予
定
年
月
日
�

年
　
　
月
　
　
日
　
　

６
　
工
事
完
了
予
定
年
月
日
�

年
　
　
月
　
　
日
　
　

７
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

※
受
付
番
号

�
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

※
手
数
料
欄

※
認
定
番
号

�
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

備
考
　
１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

　
２
�　
「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
の
欄
に
は
，
宅
地
造
成
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
，
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
許
可
，
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
，
そ
の
手
続
の
状
況

を
記
載
す
る
こ
と
。

　
３
�　
認
定
申
請
に
当
た
つ
て
は
，
申
請
文
中
当
該
認
定
の
根
拠
と
な
る
条
項
以
外
の
条
項
は
抹
消
す

る
こ
と
。

　
　
�　
な
お
，
申
請
が
租
税
特
別
措
置
法
第
31条

の
２
第
２
項
第
14号

ハ
及
び
第
62条

の
３
第
４
項
第
14

号
ハ
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
場
合
に
は
，
申
請
文
中
「
並
び
に
第
31条

の
２
第
２
項
第
14号

ハ
及
び

第
62条
の
３
第
４
項
第
14号
ハ
」
及
び
（
　
）
内
を
抹
消
す
る
と
と
も
に
，
造
成
宅
地
の
概
要
欄
中
「
２
」

に
つ
い
て
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

設
計
説
明
書
（
そ
の
１
）

開
発
地
域
名

設
計
の
方
針

地域地区等

イ
　
市
街
化
区
域

ロ
　
市
街
化
調
整
区
域

用
途

地
域
等

イ
　
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域

ロ
　
特
定
盛
土
等
規
制
区
域

そ
の
他

工区区分

工
区
第
 　
工
区
第
 　
工
区
第
 　
工
区
第
 　
工
区

計

地
番
　

　
　

　
　

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡

地目別

地
目
宅

地
農

地
山

林
里
道
水
路

等
国
有
地
そ
の
他

計

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡
㎡

割
合

％
％

％
％

％
％

100
所有者別

所
有
者
別
自
己
所
有

買
収
予
定

他
人
所
有

そ
の

他
計

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡

割
合

％
％

％
％

％
100

土地利用計画

区
分
宅

地
用

地
公

共
施

設
用

地
そ
の
他

計
一
般
宅
地
公
益
的

施
設
道

路
公

園
そ
の
他

面
積

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡
㎡

㎡

割
合

％
％

％
％

％
％

％
100

計　　画

区画設定

区
画

数
最
大
区

画
面
積
最
小
区

画
面
積
区

画
の
�

平
均
面
積

処分計画

宅地の

１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
の
販
売
予
定
価
格
　

区
画

㎡
㎡

㎡
平
均
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

上水道施設

イ
　
公
営
水
道

ロ
　
簡
易
水
道

ハ
　
専
用
水
道

ニ
　
そ
の
他

消防水利施設

イ
　
　
　
消
火
栓

ロ
　
　
　
貯
水
槽

ハ
　
　
　
そ
の
他

計
画
戸
数

戸

計
画
人
口

人

人
口
密
度

人
ha

備考
（
注
）
１
�　
設
計
の
方
針
に
は
，
事
業
の
目
的
（
宅
地
分
譲
，
建
売
住
宅
付
分
譲
等
），
土
質
関
係
，
排
水
処
理
な
ど
に
つ
い

て
で
き
る
だ
け
詳
し
く
記
入
す
る
こ
と
。

　
 　
２
�　
工
区
の
区
分
に
は
，
開
発
区
域
を
工
区
に
分
け
た
場
合
に
の
み
記
入
す
る
も
の
と
し
，
工
区
が
多
数
に
わ
た
る

と
き
は
別
紙
に
記
載
の
う
え
添
付
す
る
こ
と
。

　
 　
３
�　
備
考
欄
に
は
，
交
通
機
関
の
状
況（
○
○
営
バ
ス
○
○
停
留
所
か
ら
団
地
入
口
ま
で
徒
歩
○
○
分
）な
ど
を
記
入

す
る
こ
と
。

開発区域の土地の現況
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様
式
第
四
号
中
「優

良
宅
地
認
定
書

」
を
「優

良
宅
地
証
明
申
請
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

設
計
説
明
書
（
そ
の
２
）

　
公
共
施
設
の
整
備
計
画

種
類
番
号

概
要

管
理
予
定
者
用
地
の
帰
属
備

考
幅

員
延

長
面

積

　
公
益
的
施
設
の
整
備
計
画

公
益
的
施
設
の
名
称

敷
地

面
積
管
理
予
定
者
計
画
の
内
容
（
建
設
時
期
等
）

（
注
）　
１
�　
公
共
施
設
の
整
備
計
画
に
は
，
都
市
計
画
法
第
４
条
第
14項

及
び
同
法
施
行
令
第
１
条
の
２
に
定

め
る
公
共
施
設
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
 ２
　
番
号
は
，
図
面
記
載
の
番
号
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
八
号

の
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

建
築
基
準
法
関
係
法
令
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

建
築
基
準
法
関
係
法
令
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

建
築
基
準
法
関
係
法
令
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
、「
政
令
」
と
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
を
」
及
び
「
、「
規

則
」
と
は
、
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
を
」
を
削
る
。

　

第
四
条
を
削
る
。

　

第
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
仮
使
用
承
認
」
を
「
仮
使
用
認
定
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
条
の
十
六
」
を
「
第
四

条
の
十
六
第
一
項
」
に
、「
承
認
の
」
を
「
認
定
の
」
に
改
め
、「
、
土
木
事
務
所
に
勤
務
す
る
建
築
主
事
が
承
認
を
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
建
築
主
事
に
処
理
さ
せ
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
承
認
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
十
五
項
及
び
第
十
八
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
九
項
」
に
、

「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
、「
同
条
第
十
九
項
」
を
「
同
条
第
三
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
の
二
」
を
「
第
四

条
」
に
、「
第
八
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
第
十
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
二
項
第
七
号
中
「
仮
使
用
承
認
整
理
票
」
を
「
仮
使
用
認
定
整
理
票
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
８
号
（
第
10条
関
係
）

優
良
宅
地
認
定
申
請
書

　
租
税
特
別
措
置
法
　

第
28条
の
４
第
３
項
第
５
号
イ

第
63条
第
３
項
第
５
号
イ

⎧⎨⎩

⎫⎬⎭
　
の
規
定
に
基
づ
き
，
優
良
な
宅
地
供
給
に

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
申
請
し
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造成宅地の概要

1　
宅
地
造
成
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

2　
宅
地
造
成
区
域
の
面
積
�

平
方
メ
ー
ト
ル
　

3　
宅
地
の
用
途

4　
工
事
着
手
予
定
年
月
日
�

年
　
　
月
　
　
日
　

5　
工
事
完
了
予
定
年
月
日
�

年
　
　
月
　
　
日
　

6　
そ
の
他
必
要
な
事
項

※
受
付
番
号

�
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

※
手
数
料
欄

※
認
定
番
号

�
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

備
考
　
１
　
※
印
の
あ
る
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

　
２
�　
「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
の
欄
に
は
，
宅
地
造
成
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
，
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
許
可
，
認
可
等
を
要
す
る
場
合
に
，
そ
の
手
続
の
状
況

を
記
載
す
る
こ
と
。

　
３
�　
認
定
申
請
に
当
た
っ
て
は
，
申
請
文
中
当
該
認
定
の
根
拠
と
な
る
条
項
以
外
の
条
項
は
抹
消
す

る
こ
と
。
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附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
令
甲
・
企
業
局
・
議
会
・
教
育
委
員
会
・ 

人
事
委
員
会
・
監
査
委
員
・
労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
五
号

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

〇
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮

城

県

知

事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

�

宮
城
県
議
会
議
長　
　

髙　
　

橋　
　

伸　
　

二　
　
　

�

宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

�

宮
城
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由
加
里　
　
　

�

宮
城
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
八
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
企
業
局

管
理
規
程
第
八
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
、
平
成
二
十

三
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
４
号
（
第
14条
関
係
）

仮
　
使
　
用
　
認
　
定
　
整
　
理
　
票

認
印
所属長

取扱者

所属長

取扱者
受
理（
消
印
）年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

受
理

番
号

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

申
請
手
数
料
�

円
�

円
手
数
料
累
計
�

円
�

円
建
築
主
・
設
置
者

又
は
築
造
主
氏
名

住
所

代
理
者
・
設
計
者
の

資
格

情
報

（
　
　
　
）
級
建
築
士
登
録

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

（
　
　
　
）
級
建
築
士
事
務
所
登
録

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

（
　
　
　
）
級
建
築
士
登
録

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

（
　
　
　
）
級
建
築
士
事
務
所
登
録

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

建
築
確
認
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

建
築
確
認
番
号

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

設
置
す

る
建
築

物
又
は

工
作
物

敷
地
の

地
名

地
番

名
称

仮
使
用
の
主
要
用
途

工
事

期
間

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

仮
使
用
期
間

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

申
請
の
理
由

認
定
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
日

認
定

期
間

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

 　
年
�　
月
�　
日
～
 　
年
�　
月
�　
日

認
定

部
分

（
仮
使
用
の
部
分
）

認
定

条
件

備
考

建
築
主
事
名


